
　 長長 長長 時時 時時 間間 間間 通通 通通 勤勤 勤勤 、、 、、 単単 単単 身身 身身 赴赴 赴赴 任任 任任 のの のの 配配 配配 転転 転転 はは はは 無無 無無 効効 効効 とと とと のの のの 公公 公公 正正 正正 判判 判判 決決 決決 をを をを 求求 求求 めめ めめ るる るる 要要 要要 請請 請請 書書 書書

Ｎ Ｔ Ｔ は 一 九 九 六 年 三 月 、 八 八 年 間 海 の 安 全 を 守 り 公 共 通 信 サ ー ビ ス を 提 供 し て き た 銚 子 無 線 を 廃 局 し 、 国

家 資 格 の 無 線 通 信 士 ・ 技 術 士 と し て 二 〇 〜 三 〇 年 以 上 、 対 船 舶 国 際 無 線 通 信 に 従 事 し て き た 約 一 二 〇 名 の 労 働

者 を 異 職 種 へ 、 然 も 殆 ど が 往 復 四 時 間 〜 六 時 間 の 長 時 間 通 勤 か 単 身 赴 任 せ ざ る を 得 な い 事 業 所 へ 配 転 し ま し た 。

　 千 葉 地 裁 は 一 九 九 六 年 九 月 二 日 の 第 一 審 判 決 で 「 配 転 無 効 等 請 求 」 を 退 け 、 廃 局 違 法 、 原 告 労 働 者 の 深 刻 な

健 康 破 壊 に 目 を つ ぶ り 、 会 社 の 職 権 濫 用 を 容 認 す る 不 当 判 決 を 下 し ま し た 。

　 Ｎ Ｔ Ｔ 社 員 及 び 船 舶 通 信 士 原 告 三 二 名 が こ の 一 審 判 決 を 不 服 と し 、 貴 高 裁 に 控 訴 し た こ と は 、 自 ら の 健 康 と

生 活 を 守 る た め に 当 然 の こ と で あ り ま す 。 私 た ち は 、 大 企 業 の 横 暴 を 止 め さ せ 、 労 働 者 が 人 間 ら し く 働 き 、 生

き る こ と を 求 め る こ の 裁 判 に 注 目 し て い ま す 。

　 貴 裁 判 所 が 長 時 間 通 勤 、 単 身 赴 任 の 配 転 は 無 効 と の 公 正 判 決 を 下 さ れ る よ う 要 請 し ま す 。
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